
徳
島
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

徳
島
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
日

徳
島
県
収
用
委
員
会
会
長

松

尾

泰

三

徳
島
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
平
成
三
十
一
年
徳
島
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
会
議
」
の
下
に
「
又
は
審
理
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
土
地
所
有
者
等
の
審
理
へ
の
出
席
の
特
例
等
）

第
十
七
条

審
理
の
開
催
に
際
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ

り
当
該
審
理
の
開
催
場
所
へ
の
参
集
が
困
難
な
土
地
所
有
者
等
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
審
理
に
係
る
通
知
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、

当
該
土
地
所
有
者
等
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
当
該
審
理
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
審
理
に
出
席
す
る
者
は
、
委
員
会
が
指
定
す
る
場
所
及

び
機
器
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
場
所
に
は
事
務
局
員
が
立
ち
会
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
て
出
頭
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


